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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設置面に適宜間隔をおいて立設された支柱の間にパネル材が上下に複数段配置された塀
であって、前記パネル材は、設置面側に配置された太陽光線を通す透光パネルと、その上
方に配置された太陽光線を通さない不透明パネルとを備え、前記透光パネルは、透明な材
質からなる板材の表面に長手方向に延びる山形状の光屈折部が上下に複数形成され、前記
光屈折部は斜め上方に面する傾斜面からなるプリズム部と、斜め下方に面する凹曲面レン
ズからなるレンズ部とから形成されていることを特徴とする塀。
【請求項２】
　前記透光パネルは、上下に連続して形成された複数の光屈折部からなる光屈曲部群が複
数設けられると共に、前記各光屈折部群の間に、板材の表裏が平行な平坦面から形成され
ている透視部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の塀。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、支柱の間に複数のパネル材が取付けられた塀に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、戸建てやマンション等の住宅地において、南側に面する土地は日当たりがよい
が、その土地が道路等と接しているとプライバシー確保の点からコンクリートブロックや
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金属材料からなるパネル材を用いて塀を建ててしまうことが多い。そうすると塀の近傍は
日当たりが悪く、敷地の日当たりが悪くなる場合がある。またパネル材として、板材にス
リット状の隙間を多数設けたものや、通行人等が塀の外から容易に覗くことができない程
度の間隔をおいて板材を配置し、隙間から太陽光を通すものも用いられているが、前記隙
間から差し込む太陽光はかなり制限されるため、日当たりを改善する点からは十分なもの
ではなかった。
【０００３】
　そこで、特許文献１には、上下両面を鏡とした反射板を斜めに層状に配置して、風通し
と採光を確保した通気採光塀が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平６－５９５５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記の通気採光塀においては、太陽の高度によらず、上下に配置された
反射板間を太陽光線が通ると、相当量が水平より上方向に反射されるため、太陽光線を敷
地内に効率的に受け入れる点では問題があった。また通気採光塀に近づくと反射鏡に敷地
内の像が写り、加えて反射鏡を介して敷地内を見ることができるので、プライバシー確保
の点でも十分ではなかった。
【０００６】
　本発明は、前記の如き問題点を解消し、太陽光線を敷地内に効率よく取り込むと共に、
めかくし機能も備えた塀を提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は次のような構成としている。
　すなわちこの発明に係る塀は、設置面に適宜間隔をおいて立設された支柱の間にパネル
材が上下に複数段配置された塀であって、前記パネル材は、設置面側に配置された太陽光
線を通す透光パネルと、その上方に配置された太陽光線を通さない不透明パネルとを備え
、前記透光パネルは、透明な材質からなる板材の表面に長手方向に延びる山形状の光屈折
部が上下に複数形成され、前記光屈折部は斜め上方に面する傾斜面からなるプリズム部と
、斜め下方に面する凹曲面レンズからなるレンズ部とから形成されていることを特徴とす
るものである。
【０００８】
　また、本発明に係る塀において、前記透光パネルを、上下に連続して形成された複数の
光屈折部からなる光屈曲部群が複数設けられると共に、前記各光屈折部群の間に、板材の
表裏が平行な平坦面から形成されている透視部が設けられた構成としてもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、前記パネル材は、設置面側に配置された太陽光線を通す透光パネルと
、その上方に配置された太陽光線を通さない不透明パネルとを備えているので、通行人か
ら不透明パネルにより敷地内の様子が見えにくいが、敷地内からは透光パネルから通行人
の存在を認識することが可能であり、かつ前記透光パネルは、透明な材質からなる板材の
表面に長手方向に延びる山形状の光屈折部が上下に複数形成され、前記光屈折部は斜め上
方に面する傾斜面からなるプリズム部と、斜め下方に面する凹曲面レンズからなるレンズ
部とから形成されているので、透光パネルを透過した透過光線を敷地内に効率よく受け入
れることが可能となり、加えてレンズ部によって透過光線が敷地の奥に向けて広がりを持
って差し込むので、不透明パネルによる日影に照射されて日影部を減らし、敷地を明るく
することができる。



(3) JP 5380345 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

【００１０】
　また、本発明に係る塀において、前記透光パネルを、上下に連続して形成された複数の
光屈折部からなる光屈曲部群が複数設けられると共に、前記各光屈折部群の間に、板材の
表裏が平行な平坦面から形成されている透視部が設けられた構成とすれば、塀の外側から
は、透過部から部分的に敷地内が見えても、全体としては、敷地内をはっきり見ることが
できないため、めかくし効果を発現することができる。一方、敷地内から透光パネル３を
見る場合は、塀Ｐ付近の通行人等の存在は認識できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る塀において実施の一形態を示す正面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面の拡大図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ端面の拡大図である。
【図４】本発明に係る塀において実施の他の形態を示す拡大断面図である。
【図５】図４の弾性体の他の実施形態を示す拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照し、具体的に説明する。
【００１３】
　すなわち、図１は本発明に係る塀において実施の一形態を示す正面図、図２は図１のＡ
－Ａ断面図である。図面において、１は地表やコンクリート面等の設置面に立設された支
柱、２は支柱１間に取付けられた不透明パネル、３は支柱１間に取付けられ不透明パネル
２の下方に配置された透光パネルであり、本発明に係る塀Ｐは、主に支柱１、不透明パネ
ル２及び透光パネル３から構成されている。なお塀Ｐ及びその構成部材において、前方と
は通行人等が通る敷地外側を示し、後方とは敷地外と反対側の敷地内側を示している。
【００１４】
　支柱１は、一般には強度的に安定しておりコストの安い丸パイプ状の鋼管が用いられて
いるが、角パイプ状の鋼管でもよく、断面Ｈ字状やＴ字状の鋼材等からなる支柱でもよい
。又ステンレス合金やアルミニウム合金等の他の金属材料から形成されたものでもよい。
かかる支柱１は、その上端部にキャップ１１が取付けられ、間隔をおいて地表に立設され
ると共に、支柱１の間において設置面側に透光パネル３が取付けられ、その上方に不透明
パネル２が取付けられている。
【００１５】
　不透明パネル２は、塀Ｐの前方から差し込んでくる太陽光線を遮って、塀Ｐの前方から
敷地内が覗くことができないめかくし効果を備えたものである。かかる不透明パネル２は
、本実施形態では、不透明パネル２は、アルミニウム合金からなる板材に上下に間隔をあ
けて多数の凹溝２１を形成し、不透明パネル２の強度と意匠性を高めると共に、敷地外で
発生する自動車等の生活騒音を遮るものである。なお不透明パネル２としては、金属板や
合成樹脂板やそれらを組み合わせた複合材を用いてもよく、また前記の凹溝２１の上壁部
を略水平に形成すると共に貫通孔を設け、敷地外からの視線を遮り、かつ敷地外から敷地
内に通風可能な構成としてもよい。
【００１６】
　取付金具４は、不透明パネル２を支柱１に取付けるものであって、本実施形態では、横
長の板状であり、固定ボルトＲ１によって支柱１に締結される支柱固定部４１と、固定ボ
ルトＲ２によって不透明パネル２に締結されるパネル固定部４２とを備えている。
【００１７】
　支柱固定部４１は、横長の板状の中央部が支柱１の外形に合わせて断面円弧状に形成さ
れると共に、前後に貫通するボルト孔４１ａを有し、固定ボルトＲ１がボルト孔４１ａか
ら支柱１のボルト孔（図示せず）を通って、支柱１の裏面でワッシャーＷを介してカバー
付きナットＮ１が螺着され、支柱１に締結されている。パネル固定部４２は、支柱固定部
４１から側方に突設されており、前後に貫通するボルト孔４２ａを有し、固定ボルトＲ２
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がボルト孔４２ａから支柱１のボルト孔（図示せず）を通って、支柱１の裏面でワッシャ
ーＷ１、スプリングワッシャーＷ２を介してカバー付きナットＮ２が螺着され、不透明パ
ネル２に締結されている。
【００１８】
　取付金具４は、一般には強度的に安定しておりコストの安い鋼板を適宜加工して用いら
れるが、ステンレス合金やアルミニウム合金等の他の金属材料を用いてもよい。また本実
施形態では、不透明パネル２を取付けるための取付金具４は上下に２個配置されているが
、必要とされる取付強度や不透明パネル２の高さ寸法に応じて用いる個数を変えてもよい
。
【００１９】
　枠体５は、不透明パネル２の外周部を覆って該外周部が露出しないようにしたものであ
って、本実施形態では、不透明パネル２の上下端部が挿入される断面コ字状の挿入溝５１
を有する横枠材５２と、不透明パネル２の両側端部が挿入される断面コ字状の挿入溝５３
を有する縦枠材５４とから形成されている。そして横枠材５２の挿入溝５１に挿入された
不透明パネル２の上下端部は、それぞれを前後に貫通するリベットＲ３により固定される
と共に、横枠材５２と縦枠材５４との端部同士はリベットＲ３を介して連結されている。
【００２０】
　また本実施形態のように、取付金具４を不透明パネル２に取付ける際、縦枠材５４及び
該縦枠材５４の挿入溝５３に挿入された不透明パネル２に対して、固定ボルトＲ２を前後
に貫通させ、カバー付きナットＮ２等を用いて締結してもよい。
【００２１】
　枠体５の枠材５２、５４は、一般には強度的に安定しておりコストの安い鋼板を適宜加
工して用いられるが、ステンレス合金やアルミニウム合金等の他の金属材料を用いてもよ
い。また本実施形態のように凹溝２１が形成された不透明パネル２の外周端部を枠材５２
、５４内に挿入することにより、凹溝２１の形成方向の強度を高めることができるので好
ましい。
【００２２】
　透光パネル３は、塀Ｐの前方から差し込む太陽光線を敷地内に通すものであり、接地面
側に透光パネル３、その上方に不透明パネル２を配置することにより、敷地外からの通行
人の視線を遮ると共に、敷地内に太陽光線を透過させて敷地内を照射させることができる
。透光パネル３としては、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ポリエステル等の透明な材
質からなる合成樹脂であれば比較的軽量であり運搬、施工性を高めることができるが、光
の透過性を重視して強化ガラス等の透明な無機材料を用いてもよい。
【００２３】
　かかる透光パネル３は、本実施形態では、前記不透明パネル２と同様に取付金具６を介
して支柱１に取付けられると共に、透光パネル３の外周部には枠体７が取付けられている
。
【００２４】
　前記取付金具６は、不透明パネル２に用いられる取付金具３と同形態の横長の板状であ
り、固定ボルトＲ１によって支柱１に締結される支柱固定部６１と、固定ボルトＲ２によ
って透光パネル３に締結されるパネル固定部６２とを備えたものであり、支柱１に対する
取付構造は、不透明パネル２と同様に、固定ボルトＲ１、Ｒ２、ワッシャーＷ１、スプリ
ングワッシャーＷ２、カバー付きナットＮ２等を介して支柱１に取付けられる。
【００２５】
　また、前記枠体７も、不透明パネル２に用いられる枠体４と同形態であり、透光パネル
３の上下端部が挿入される断面コ字状の挿入溝７１を有する横枠材７２と、透光パネル３
の両側端部が挿入される断面コ字状の挿入溝７３を有する縦枠材７４とから形成されてお
り、リベットＲ４によって、不透明パネル２の上下端部は横枠材５２の挿入溝５１内に固
定されると共に、横枠材７２と縦枠材７４との端部同士はリベットＲ３を介して連結され
ている。加えて、透光パネル２の上下端部には弾性材６１が配置されており、透光パネル
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２の熱膨張を吸収できると共に、リベットＲ４は、透光パネル３を通らず、該弾性材６３
を通っている。
【００２６】
　取付金具６及び枠体７は、取付金具４及び枠体５と同形態とすることにより、部品の共
通化が図れるので好ましいが、透光パネル２を支柱１間に強固に固定できると共に、比較
的容易に取付作業、取外し作業ができる形態であれば、特に限定されるものではない。
【００２７】
　図３は図１のＢ－Ｂ端面の拡大図である。透光パネル３は、透明な材質からなる板材の
一方の表面に、山形状の光屈折部３１が上下に複数形成されている。該光屈曲部３１は、
斜め上方に面する傾斜面からなるプリズム部３２と、斜め下方に面する凹曲面レンズから
なるレンズ部３３とから形成され、本実施形態では、断面形状が長手方向で変化しない形
状となされると共に、該光屈折部３１が上下に連続して形成された光屈折部群８が設けら
れている。
【００２８】
　プリズム部３２の傾斜面は、本実施形態では、平坦な面状であり、塀Ｐの前方から入射
した太陽光線を敷地上に導くことができる。プリズム部３２の傾斜角度αは特に限定され
るものではなく、透光レンズ３が面する方角や季節によって太陽光線の照射角度が変化す
るので、それに応じて適宜設定すればよい。ただ、傾斜角度αが水平に近くなると、プリ
ズム部３２に入射した太陽光線がレンズ部３３に向かって屈折してレンズ部３３から塀Ｐ
の前方に透過したり、透光パネル３で全反射を起こしたりするおそれがある。一方、傾斜
角度αが大きくなると、透光レンズ３に入射した太陽光線が水平より上方に向けて透過し
敷地面を直接照射しないおそれがある。この点から、傾斜角度αは、好ましくは２０～６
０度であり、更に好ましくは３０～５０度である。
【００２９】
　レンズ部３３は、斜め下方に面しているので、該レンズ部３３の上方に入射する入射光
線Ｎ１、該下方に入射する入射光線Ｎ２は、該レンズ部３３を透過した透過光線Ｔ１、Ｔ
２となる。もしレンズ部３３が鉛直方向に平坦であった場合、前記透過光線Ｔ１、Ｔ２は
透過光線Ｔ３、Ｔ４となる。したがって、透過光線Ｔ１、Ｔ２は、透過光線Ｔ３、Ｔ４よ
り浅く屈折して、敷地の奥側に進み、敷地面の奥側を照射する。これにより、前記不透明
パネル２によって敷地面に生じた日影にも前記透過光線Ｔ３、Ｔ４が照射可能となるので
、前記日影の領域を減らして、敷地面を明るくすることができる。
【００３０】
　加えてレンズ部３３は、斜め下方に面する凹曲面レンズからなるので、入射光線Ｎ１、
Ｎ２はレンズ部３３の上部ほど屈折しやすく、入射光線Ｎ１の方が、入射光線Ｎ２より更
に浅く屈折して、敷地面の更に奥側まで照射する。これにより、前記不透明パネル２によ
って生じる日影の領域を更に照らして、敷地面を明るくすることができる。
【００３１】
　レンズ部３３の形態は、斜め下方に面する凹曲面レンズからなるものであれば、特に限
定されるものではない。ただ本実施形態のように、光屈曲部３１が上下に連続して光屈曲
部群８が形成されていると、レンズ部３３は間隔をおいて断続的に配置された形態となる
。したがって隣合うレンズ部３３を透過した透過光線によって形成される敷地面のそれぞ
れの照射領域が、少なくとも一部重合して敷地の前後方向に連続的な照射領域が形成され
るような形態とすれば、敷地面がより明るく見えるので好ましい。
【００３２】
　光屈折部群８は、上下に複数設けられると共に、各光屈折部群５の間に、板材の表裏が
平行な平坦面から形成されている透視部９が設けられている。透視部９の高さ寸法は特に
限定されるものではないが、本実施形態では、隣合う光屈曲部群８の高さ寸法より短くな
されている。これにより、透過部９から部分的に敷地内が見えても、透光パネル３の光屈
曲部群８により入射光線は屈折して透過するので、敷地外から透光パネル３を介して敷地
内を見たときに像が歪むことから、全体としては、敷地内をはっきり見ることができない
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ため、めかくし効果を発現することができる。一方、敷地内から透光パネル３を見る場合
は、前記の通りはっきりとは分からないが、透過部をかいして輪郭を把握することはある
程度可能であるため、塀Ｐ付近の通行人等の存在を認識できる。
【００３３】
　図４は、透光パネル３に対する枠体７の縦枠材７４の取付構造の一形態を示す拡大断面
図である。すなわち、縦枠材７４の挿入溝７３内に、透光パネル３と挿入し、挿入溝７３
の一方の側壁部７３ａから透光パネルに向けて押さえボルト７５を螺入し、透光パネル３
をもう一方の側壁部７３ｂに押圧させることにより、挿入溝７３内に透光パネル３を取付
けるものである。また本実施形態のように、押さえボルト７５と透光パネル３との間に押
縁材７６と弾性体７７を配置すれば、透光パネル３を側壁部７３ｂに対して効率よく押圧
させることができる。なお、本実施形態では、押縁材７６及び弾性体７７は棒状体であり
、挿入溝７３の長手方向にわたって配置されたものであるが、少なくとも押さえボルト７
５の箇所に配置していればよい。
【００３４】
　弾性体７７は、一般にはウレタンゴム、シリコンゴム、エラストマー等の弾性又は可撓
性を有する合成樹脂が用いられる。弾性体７７の形態は、本実施形態では棒状体であるが
、図５の（ａ）に示すように、断面リング状でもよく、また（ｂ）、（ｃ）に示すように
外形が断面楔状でもよい。
【符号の説明】
【００３５】
１　　支柱
２　　不透明パネル
３　　透光パネル
３１　光屈曲部
３２　プリズム部
３３　レンズ部
４、５　取付金具
６、７　枠体
８　　光屈折部群
９　　透過部
Ｎ１、Ｎ２　入射光線
Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４　透過光線
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